
サービス管理責任者等研修制度
の取扱い等について
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児・者共通
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【香川県障害福祉課】

○ サービス管理責任者

（児童発達支援管理責任

者）等の資格要件

https://www.pref.kagawa

.lg.jp/shogaifukushi/shis

etsu/shien_shisetsu/sabi

kan_youken.html

サービス管理責任者等研修制度のポイント
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要
件１

サービス管理責任者等基礎研修の受講開始時に、サービス管理責任者等の実務経験要件を満たして
いる者

要
件２

障害福祉サービス事業所・施設において、個別支援計画（原案）作成業務※２に６月以上従事する者
（下記ア・イ・ウのいずれか）
ア サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者が個別支援計画の原案の作成までの業務
に従事する場合

イ やむを得ない事由による欠如が認められた事業所で配置されたサービス管理責任者等で
あって、個別支援計画の作成の一連の業務に従事する場合

ウ 令和３年度末（令和４年３月末）までに、実務経験者及び基礎研修修了者であるサービス管 
          理責任者等（経過措置対象者）であって、個別支援計画の作成の一連の業務に従事する場合

要
件３

要件２に従事することについて、指定権者へ届出※３を行っている者

基礎研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験（OJT２年以上）について、

以下のいずれの要件も満たす場合は、例外的に「６月以上」※１とする。
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※１：６月以上の実務経験とは

業務に従事した期間が６月以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が90日以上であることを

言うものとする。

※２：個別支援計画（原案）作成業務

頻度は、少なくとも概ね計10回以上実施することが基本となる。

※３：指定権者へ届出（香川県サービス管理責任者等【実践研修】受講にかかる個別支援計画（原

案）作成業務に関する届出書）

例外的な取り扱いを受けたい場合は、サービス管理責任者等基礎研修終了後、障害福祉サービス等

事業所・施設において、個別支援計画（原案）作成業務従事することを指定権者へ届け出ることが必

要。

（サービス管理責任者等実践研修を受講する際に「受付印」のある届出書の提出が必要です）

提出前に指定権者へ連絡して確認を
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やむを得ない事由とは、運営法人（雇用主）が事前に予期することができない

以下の場合

①サービス管理責任者等が死亡、失踪した場合

②サービス管理責任者等（及びその家族）が病気や怪我などにより急遽休職、

退職した場合

③災害等により研修が中止になり、期間内に受講できなかった場合

やむを得ない事由に該当するか否かは指定権者が判断するため、必ず協議する

こと。

該当する場合は、必要な書類を提出！
該当しない場合、サービス管理責任者
（児童発達支援管理責任者）欠如減算



指定申請書・各種変更届等の提
出について
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児・者共通



電子申請システムでの受付
香川県では令和７年度から各種申請・変更・更新届、運営指導事前提出お

よび改善報告、事故報告、などについてすべて電子申請システムで受付を

行っています。

香川県障害福祉課HP

https://www.pref.kagawa.lg.jp/shogaifukushi/jigyosha/kfvn.html
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メールや郵送での受付
は行っていませんので、
ご留意ください。
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